
（別添①） 

応急仮設住宅のハード面における追加工事等 

※各県において、それぞれの団地ごとの必要性を踏まえつつ、優先順位をつけて実

施するものとする。 

 

 

１．寒さ対策 

 ・壁、天井、床下への断熱材等の追加・補強 

・すきま風防止用のシート等の追加・補強 

・窓の二重サッシ化、複層ガラス化等 

・居室へのたたみ設置 

・玄関先への風除室等の整備 

・窓の雪囲いの設置（十手金具及び雪よけ板） 

・屋根の転落防止アングルの設置（雪降ろし時） 

・エアコンの追加整備 

・石油ストーブ等の暖房器具の設置 

・トイレの暖房便座化 

 ・換気扇、換気口の追加整備（結露対策） 

・水道管等の凍結防止 

（水抜き（ドレン）、断熱材追加、防止ヒーター整備） 

・合併処理浄化槽の凍結防止 

・エアコン室外機の高所設置化（積雪対応） 

・電気設備拡充に伴う電気容量増強工事 

・防風ネット・壁等の整備 

 ・通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備（除雪対応） 

 ・堆雪場（雪捨て場）の配置 

・集会所・談話室へのエアコンの設置 

 

２．バリアフリー対策 

 ・通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備 

 ・玄関の手すり、スロープ等の設置（必要世帯） 

 ・トイレの手すり、ステップ等の追加（必要世帯） 

 ・浴室のバリアーの軽減（必要世帯） 

（滑り止め、浴槽縁の手すり設置、浴室・浴槽内の床のかさ上げ等） 



３．防火防犯 

・外灯の増設（タイマー付き等含む） 

・各住戸への消火器設置 

・集会所・談話室へのＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置 

・各住戸、集会所・談話室への非常ベルの設置 

・各住戸に呼び鈴の設置 

 ・カーブミラーの設置 

 

４．雨風対策 

 ・玄関の風除室等の整備 

 ・通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備 

 ・防風ネット・壁等の整備 

・物干し台の雨よけの設置（ひさし設置等の代替策含む） 

 

５．その他 

 ・集会所、談話室の追加整備 

・空き住戸を活用した、共有のトランクルーム 

・居室側・玄関側の網戸の設置 

・シンクのみで調理台がない仕様の場合の調理台の追加 

 ・住戸案内板の増設、名字の表記 

 ・掲示板の増設・位置の変更 

 

 

（参考）今後の応急仮設住宅の仕様等において検討を行うもの 

 ・基準面積（収納スペース確保を含む） 

 ・今回の追加工事で対応した仕様の標準化 

 ・防音対策、風呂の追い炊き機能等、今回は追加工事で対応出来なかった仕様の

標準化 

 ＊設置場所の環境・気象等を踏まえた仕様の明確化 

 

 

 

 

 


